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公募型プロポーザル方式による市有財産の貸付のご案内 

 

１ 募集の趣旨 

本市においては、平成２８年４月に「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例」を施行し、障がいのある人もない人も、誰もが生き生きと安心して暮ら

せる共生社会の実現に向けた取り組みを行っています。 

こうした中、令和３年３月に、「障がいの有無にかかわらず、全ての市民が互いに人

格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らすことのできる共生社会」を目指す「第４

次新潟市障がい者計画」を策定しました。同計画では「地域生活の支援体制の充実」、

「自立の実現に向けた支援と療育・教育の充実」、「地域社会の障がいに対する理解の促

進」を基本目標に掲げ、障がいの状態に応じたサービスの提供に努めるとともに、障が

いのある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、適切な療育・教育を受けら

れる体制の充実を図り、また障がのある人の生きづらさや差別の解消を図ることとして

います。 

本市においては、発達障がいをはじめ障がいをもつ子どもが年々増加しており、西蒲

区においても、その受け入れ先の確保は大きな課題の一つとなっています。 

とりわけ、障がいを持つ子どもの支援においては、一人ひとりの子どもの「最善の利

益」を第一に考えながら健やかな育成を支援することが必要であるため、本人及びその

家族に対し、障がいの種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障がい児通

所支援等の充実を図ることとしています。 

また、令和５年３月策定の西蒲区区ビジョンまちづくり計画においても、障がい児・

者が地域で社会参加しながら安心して自立した生活を送れるよう、適切なサービス提供

や相談体制の充実に努める必要があるとして、在宅での生活や社会参加を支援すること

としています。 

このようなことから、本施設については、ひまわりクラブとして建設された施設特性

も考慮し、児童発達支援サービス又は放課後等デイサービス事業など、障がいのある子

どもの発達支援に寄与する事業を実施する事業者（公共的団体に限る。）を募集します。 

応募される方は、この公募要項をよく読み、内容を十分把握したうえで、ご応募くだ

さい。 

 

２ 貸付物件 

建物 

所在地 構造 延床面積 

西蒲区曽根字澤海

1195-1 

木造・亜鉛メッキ鋼板葺・

平屋建 
152.37 ㎡ 

 

土地 

所在地 地目 面積 

西蒲区曽根字澤海 

1195-1、1194-6 
雑種地・宅地 1,200.49 ㎡ 
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３ 主な募集手続の流れ 

 

公 募 要 項 の 配 布 令和５年６月１日（木）～６月２０日（火） 

 

現 地 見 学 会 の 参 加 申 込 〆 切 令和５年６月７日（水） 

 

現 地 見 学 会 の 開 催 令和５年６月１２日（月） 

 

質 問 受 付 期 間 令和５年６月１日（木）～６月１５日（木） 

 

資 格 審 査 書 類 受 付 期 間 令和５年６月７日（水）～６月２３日（金） 

 

資 格 審 査 結 果 の 通 知 令和５年６月３０日（金） 

 

計画審査及び価格審査書類受付期間 令和５年７月３日（月）～７月２０日（木） 

 

提案内容のプレゼンテーション及びヒアリング審査 

令和５年８月上旬（予定） 

 

最 優 秀 提 案 者 の 決 定 令和５年８月中旬（予定） 

 

最 優 秀 提 案 者 と の 協 議 ・ 調 整 

 

地 域 説 明 会 の 実 施 

 

市有財産賃貸借契約の締結・契約期間開始 

 

 

※上記スケジュールは予定であり、変更になる場合があります。 

 

 

 

  

優先交渉権者との協議によ

り令和５年８月～令和６年 

３月３１日の間で決定 
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４ 貸付に関する主な条件 

（１）貸付物件の用途 

   貸付物件は、児童発達支援サービスや放課後等デイサービス施設など、障がいの

ある子どもの健やかな育成のための発達支援に寄与する施設として活用する事業

者（公共的団体に限る。）に有償貸付を行います。 

   なお、事業実施においては、新潟市障がい福祉課が定めている「障がい児通所支

援事業者指定申請の手引き」の基準等を遵守したうえで、対象施設の指定を受ける

ことが必要となります。 

 

（２）貸付期間 

市と事業者とは市有財産賃貸借契約を締結し、契約期間は５年とします。 

ただし、契約期間満了後、協議のうえ再契約することができます。 

 

（３）賃貸借料 

  ① 賃貸借料 

    賃貸借料は、賃貸借料提案価格（様式第１９号）で提案された価格を基に定め

ることとします。 

② 最低賃貸借料予定額 

年額 1,370,278 円 

 

（４）その他の留意事項 

① 建物及び工作物等は、解体せずに土地とともに現状での貸付とします。 

② 事業実施のために必要となる施設整備は、事業者自らの資金負担により行うも

のとします。 

③ 本施設の敷地と地続きにある、西蒲区曽根字澤海 1195－4 の土地は防火水槽用

地であるため使用できません。 

④ 施設を運営する期間を通じ、施設の運営及び維持管理並びに必要となる修繕は、

事業者自らの資金負担により行うものとします。 

⑤ 既存の立木等について、事業の実施にあたり、伐採・移植、移設などを予定す

る場合は、事前に市と協議してください。 

⑥ 本施設は、「新潟県ふるさとの木ふれあい事業（木の良さふれあい事業）」の補

助金を活用して整備した施設であることから、事業に支障を及ぼさない範囲で、

木の良さの普及啓発や県産木材の良さについて啓発してください。 

⑦ 本施設は、民家の駐車場と隣接しているため、当該駐車場への車の出入りの支

障とならないよう配慮してください。 

 

５ 応募 

（１）応募資格 

応募者は、次に掲げる資格基準を満たす法人格を有する公共的団体又は複数の公

共的団体からなるグループとします。グループによる応募の場合は、全ての構成員
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が資格基準を満たすものとします。 

①  障がい福祉施設の運営実績がある者であること（グループによる応募の場合

は構成員のうち 1 以上の者）。 

② 賃貸借期間中に継続して管理運営ができる資金力と経営能力、優れた企画力を

有し、かつ、計画の実現について過去の経歴及び実績並びに社会的信用を有する

者であること。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４で規定する一般

競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

等でないこと。 

④ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、

又は申立てがなされている者でないこと。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等に基づく更生又は更生手続を行っている法人でないこと。 

⑥ 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況

が不健全であると判断される法人でないこと。 

⑦ 公租公課を滞納していないこと。 

⑧ 本事業の事業者選定委員会の委員自らが主宰し、又は役員若しくは顧問となっ

ている営利法人その他の営利組織でないこと。 

⑨ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しないこと。 

⑩ 新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第６条に規定する排

除対象者でないこと。 

⑪ 正当な理由がなく新潟市公有財産事務取扱要領による契約を締結せず、又は履

行しなかった者で、資格審査への応募受付最終日（令和５年６月２３日（金））現

在において当該事実があった後２年を経過していない者でないこと。 

⑫ 複数の団体からなるグループとして登録する場合は、代表の団体を設定するこ

ととし、この代表団体は法人格を有するものとします。ただし、資格審査の資格

基準を満たさない団体等が含まれるグループは応募不可とします。また、同一の

団体等が複数のグループに属して応募すること及び別途単独で応募することは

不可とします。 

 

（２）応募に当たっての留意事項 

   応募に当たっての留意事項は、下記のとおりです。 

① 応募のために要する一切の費用は、応募者の負担とします。 

② 代理人が応募の手続きを行う場合は、委任状（様式第１号）が必要です。 

  ③ 提出する書類の作成にあたっては、言語は日本語、数字はアラビア数字、通貨

は日本国通貨、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位を使用して

ください。 

  ④ 提出された書類は一切お返しできませんのでご了承ください。 

⑤ 提出された書類の追加、差し替え、訂正等はできません。 
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⑥ 提出された書類に係る著作権は作成者に帰属しますが、新潟市情報公開条例 

（昭和６１年新潟市条例第４３号）に基づく情報公開や募集結果の公表等のため 

に必要書類を公表する場合があります。この場合、新潟市は、著作権者の同意を 

得ることなく無償で使用できるものとします。 

 

（３）応募の辞退 

   ８（１）に記載する資格審査書類の提出後、募集手続の途中で辞退する方（グル

ープによる応募の場合は、代表者）は、あらかじめ来庁日時（土曜日・日曜日・祝

日を除く、午前９時から午後５時まで）を電話で連絡のうえ、応募辞退届（様式第

２号）を担当・受付窓口まで持参してください。なお、グループによる応募で辞退

者が現れた場合は、一旦当該共同応募を辞退し、８（２）に記載する受付期間内に

新たな構成員によるグループで応募してください。 

 

（４）応募の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、これを無効とします。 

  ① 応募に必要な資格が無い者がした応募及び応募者の委任を受けていない者が

した応募 

  ② 賃貸借料提案価格の記載事項のうち、提案価格、応募者名その他主要な事項が

識別しがたい価格提案 

  ③ 賃貸借料提案価格の金額を訂正した価格提案 

  ④ 同一応募者が２つ以上の応募をしたときは、その全部の応募 

  ⑤ 提出書類の押印を必要とする場所に押印の無い書類提出 

  ⑥ 強迫による応募 

  ⑦ 不正な行為が行われた応募 

  ⑧ その他応募に関する条件に違反した者 

  ⑨ グループによる応募の場合は、構成員の１者が①から⑧のいずれかに該当した

場合 

 

６ 現地確認 

（１）現地確認の実施 

   審査への応募を希望される事業者向けに、現地見学会を令和５年６月１２日（月）

に開催します。内容は、主に現地の建物等及び敷地の状況確認に関すること（カメ

ラ等による撮影可）を予定しています。 

 

（２）申込方法 

参加を希望される場合は、令和５年６月７日（水）までに「現地見学会参加申込

書（様式第３号）」に担当者の氏名等必要事項を記入の上、１５に記載するメールア

ドレス宛てに送付してください。件名は【旧曽根ひまわりクラブ現地見学会参加申

込】としてください。 
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７ 質疑応答 

（１）受付方法 

   事業者公募要項等に関して質問がある方（グループによる応募の場合は、代表者）

は、次の受付期間内に「質問書（様式第４号）」に質問及び必要事項を記入の上、

１５に記載するメールアドレス宛てに送付してください。件名は「【質問】旧曽根

ひまわりクラブの貸付にかかる質問書」としてください。電話又は口頭による質問

は受付できませんのでご注意ください。 

 

（２）受付期間 

令和５年６月１日（木）から６月１５日（木）まで 

 

（３）回答方法 

質問に対する回答は応募者全員にメールにて回答するとともに、ホームページに

も掲載します。受付期間中であっても整理できたものから随時回答する予定です。 

なお、回答にあたっては、質問内容も併せて回答しますので、アイデア保護等の

観点から質問内容についてはご注意ください。 

また、単なる意見の表明と解されるもの等は、回答しないことがあります。 

 

８ 資格審査書類の受付 

（１）審査に必要な書類 

   この募集に応募される方（グループによる応募の場合は代表者）は、次に掲げる

書類（以下「資格審査書類」という。）を担当・受付窓口まで持参してください。

グループによる応募の場合は、各構成員について②から⑩に記載する全ての書類が

必要です。 

① 資格審査応募申込書（様式第５号） 

② 応募団体の概要（様式第６号） 

    ※他に応募団体の概要を紹介したパンフレット（任意提出） 

③ 法人の登記事項証明書 

④ 定款、規約その他これらに類する書類 

⑤ 決算書類（最近期３年分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 

⑥ 納税証明書（都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税、法人税） 

⑦ 労働保険、社会保険の加入を確認できる書類（各保険料領収書の写し） 

⑧ 法人印鑑証明書 

⑨ 資格基準を満たす旨の誓約書（様式第７号） 

⑩ 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書（様式第８号） 

⑪ 資格審査結果通知のための長３号封筒（応募者（グループによる応募の場合は、

代表者）の住所、氏名を記載し、８４円切手を貼付したもの） 

  ※③⑥⑧については、発行後３か月以内のもの。 

  ※⑥については、本店等所在の自治体及び税務署で交付されたもの。 

  ※提出書類に押印する印鑑は、全て「⑧法人印鑑証明書」と同一のもの。 
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  ※必要に応じて、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

（２）受付期間 

令和５年６月７日（水）から令和５年６月２３日（金）まで 

（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 

あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえ、お越しください。 

郵送の場合には、配達証明付書留郵便とし、６月２３日（金）必着とします。そ 

の場合、事前に郵送提出の旨を電話で連絡してください。 

 

９ 資格審査 

（１）審査 

   応募者が参加資格要件を満たしているか資格審査書類を確認することで審査を

行います。審査の結果、応募資格を有しないとされた場合は、審査を通過しません。 

   なお、応募者が１者しかいない場合でも審査を行います。 

 

（２）審査結果の通知 

   審査書類の提出後、速やかに審査結果を書面で通知します。 

 

（３）審査への異議等 

  ① 審査を通過しなかった理由についての説明を求める場合を除き、審査に関する

質問や異議には一切応じません。 

  ② 審査を通過しなかった方（グループによる応募の場合は、代表者）は、審査結

果通知に記載された期限まで（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後

５時まで）に、その理由の説明を求めることができます。説明を求める場合は、

あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえ、「理由説明要求書（様式第９号）」を担

当・受付窓口まで持参してください。 

    理由説明要求書の提出期限の日から７日以内に、その理由を要求者（グループ

による応募の場合は、代表者）に対して書面で通知します。 

 

１０ 計画審査書類及び価格審査書類の受付 

（１）審査に必要な書類 

   資格審査を通過した方（グループによる応募の場合は、代表者）は、次に掲げる

書類を、①⑪は１部、②～⑩は各１０部を担当・受付窓口まで持参してください。 

① 計画審査及び価格審査応募申込書（様式第１０号） 

② 基本的な考え方（様式第１１号）Ａ４横・３枚以内 

・実施する事業の概要や人員配置、安全対策など事業運営体制や、実施するう

えでの考え方などについて記載してください。 

③ レイアウト計画書（様式第１２号）Ａ４横・３枚以内 

・敷地全体のレイアウト図を記載してください。 

・建物のレイアウト図（平面プラン）を記載してください。 
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・その他レイアウト構成を説明するために必要な事項（鳥瞰イメージ、写真イ 

メージ等）があれば記載してください。 

④  「共生社会」実現に向けた貢献概要書（様式第１３号）Ａ４横・２枚以内 

・地域住民の障がいに対する理解促進や子どもの家族等に対する支援、地域貢

献、地域の活性化その他地域との連携について記載してください。 

⑤ 事業開始までのスケジュール（様式第１４号）Ａ４横・１枚 

・契約締結以降の施設改修の設計期間、工事期間、各種申請に要する予定期間 

等、事業開始までのスケジュールを記載してください。 

⑥ 事業年度ごとの収支計画（様式第１５号）Ａ４横・２枚以内 

・契約期間中の事業運営、またレイアウト計画にかかる改修費等を含めた収支 

計画を記載してください。 

⑦ 資金計画（様式第１６号）Ａ４縦・１枚 

  ・事業開始にかかる資金計画を記載してください。 

⑧ 施設運営（様式第１７号）Ａ４横・２枚以内 

・開館日、開館時間、対象人員などを記載してください。 

・事業の効果を高めるための取り組みや工夫などを記載してください。 

・「障がい児通所支援事業者指定申請の手引き」で定めている基準等を遵守し 

たうえで、事業の実施体制や安全管理、緊急時の対応について、さらなる工 

夫・提案があれば記載してください。 

・その他中長期的な管理運営の考え方について記載してください。 

⑨ 事業実績に関する資料（様式第１８号）Ａ４横・１枚 

・類似施設の運営実績や類似の取組実績がある場合、施設の概要、規模、スキ

ーム（所有者、賃貸借の形態等）、運営期間等を記載してください。その他、

地域連携又は地域貢献に係る実績など特にアピールしたい点などあれば記

載してください。 

⑩ 賃貸借料提案価格（様式第１９号）Ａ４縦・１枚 

    ・賃貸借料は「賃貸借料提案価格書」にて提案された価格を基に定めることと

します。 

    ・賃貸借料は貸付期間の初日（物件引渡し日）から発生しますので、事業開始 

までの借入金利息なども含め、契約期間全体での収支見込みから年額の賃貸 

借料を算定してください。 

・賃貸借料提案価格が、４（３）で定める「最低賃貸借料予定額」を下回った 

場合は、審査を通過しません。 

⑪ 最優秀提案者及び優秀提案者決定通知のための長３号封筒（応募者（グルー

プによる応募の場合は、代表者）の住所、氏名を記載し、８４円切手を貼付した

もの） 

 

（２）受付期間 

令和５年７月３日（月）から令和５年７月２０日（木）まで 

（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 
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あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえ、お越しください。 

郵送の場合には、配達証明付書留郵便とし、７月２０日（木）必着とします。そ 

の場合、事前に郵送提出の旨を電話で連絡してください。 

 

１１ 計画審査及び価格審査 

（１）審査方式 

  建物利用計画（以下「提案計画」という。）及び賃貸借料提案価格（以下「提案価

格」という。）を提案していただき、それらを審査し総合的に優れた提案を選定する

方式により貸付物件を利用する最優秀提案者及び優秀提案者を決定します。 

提案計画について８０点満点とする計画評価点と、提案価格について２０点満点と

する価格評価点を与え、これらを総合的に評価します。 

審査にあたっては、有識者等により構成する選定委員会を設置します。選定委員会

の審査結果を踏まえ、市が最優秀提案者等を決定します。 

 

（２）プレゼンテーションの実施 

  ① 資格審査を通過した方を対象として、令和５年８月上旬（予定）に、提案計画

及び提案価格についてプレゼンテーションをしていただきます。 

②  プレゼンテーションには、３名以内で出席してください。 

③  プレゼンテーションの実施の詳細については、９（２）の通知と併せてお知ら

せします。 

 

（３）審査 

プレゼンテーション終了後に、選定委員会を開催し、それぞれの提案を評価項目

に照らして採点します。各選定委員が採点した計画評価点の平均点（小数点第２位

切捨）が各提案者に付与されます。 

計画評価点の採点後、評価項目に則り、価格審査を行い、各提案者に価格評価点

（小数点第２位切捨）を付与します。なお、提案価格が、新潟市が定める最低賃貸

借料予定価格未満である場合は、審査を通過しません。 

この結果、最も高い得点を得た者が最優秀提案者に、次に高い者を優秀提案者に

選定します。また、最も高い得点で同点の者が２者以上ある場合は、計画評価点が

最も高い者を最優秀提案者に、次に高い者を優秀提案者に選定します。この場合、

最も高い計画評価点で同点の者が２者以上ある場合、又は次に高い計画評価点で同

点の者が２者以上ある場合は、抽選によりそれぞれを選定することとします。 
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（４）評価項目 

審査項目 審査基準 配点 

計画評価 80 点 

 内
容
評
価 

事業内容 

 

・貸付施設で実施する予定の事業内容や事業運営の

考え方が妥当か 

・障がいを持つ子どもの育成を図るための取り組み

が効果的か 

・事業実施における人員配置や安全対策が妥当か 

20 点 

地域との連携 ・「共生社会」推進のためにどのように取り組みを行

うか 

(1)障がいに対する地域の理解促進や子どもの家族

等に対する支援が効果的か 

(2)地域貢献や地域活性化など地域に及ぼす効果が

あるか 

20 点 

確
実
性
評
価 

事業スケジュール ・事業開始までのスケジュール、実施体制が妥当か 

・事業開始までに必要な申請等の手続きの見通しが

立っているか 

10 点 

事業運営の確実性・

継続性 

・事業実施における収支計画、資金計画が妥当か 

・事業効果を高めるための取り組みが効果的か、又

はさらなる工夫が見られるか 

・中長期的な管理運営の考え方が妥当か 

20 点 

類似事業運営実績 ・類似事業についてどのような管理運営実績がある

か 

10 点 

価格評価 ・価格評価点＝提案価格÷最高価格×20 

（小数点第 2 位切捨） 

※提案価格が最低賃貸借料予定額未満である場合は

審査を通過しない 

20 点 

計 100 点 

 

（５）失格事項 

本市がやむを得ないと判断する事由以外で、次のいずれかに該当する場合は失格と

なります。 

① プレゼンテーションを欠席したとき、又は指定時刻までに参集できなかったと

き 

② 合計点が５０点に満たないとき 

③ 各審査委員が採点した評価項目のいずれかに０点が配点されたとき 

④ 提案価格が最低賃貸借料予定額を下回っていたとき 
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１２ 最優秀提案者及び優秀提案者の決定 

（１）最優秀提案者及び優秀提案者の決定 

令和５年８月中旬（予定）に、選定委員会における選定結果を踏まえ、新潟市が

最優秀提案者及び優秀提案者を決定します。 

決定後、最優秀提案者と市有財産賃貸借契約の締結交渉を行います。 

最優秀提案者との締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、もしくは最優秀提

案者の本提案における失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合は、優秀

提案者と市有財産賃貸借契約の締結交渉を行います。 

なお、優秀提案者の地位は、最優秀提案者が市有財産賃貸借契約を締結したこと

をもって消滅するものとし、この場合はその旨を書面で通知します。それまでの間、

第三者に当該地位を移転することはできません。 

 

（２）最優秀提案者及び優秀提案者決定の通知 

決定後、令和５年８月中旬（予定）に、次のとおり通知します。 

  ① 最優秀提案者に決定された方（グループによる応募の場合は、代表者）に対し

てはその旨を書面で通知します。 

  ② 優秀提案者に決定された方（グループによる応募の場合は、代表者）に対して

はその旨、及び最優秀提案者に決定されなかった理由の説明を求めることができ

る旨を書面で通知します。 

  ③ 最優秀提案者及び優秀提案者に決定されなかった方（グループによる応募の場

合は、代表者）に対してはその旨、及びその理由の説明を求めることができる旨

を書面で通知します。 

 

  ※ 優秀提案者の地位を辞退したい場合、優秀提案者の方（グループによる応募の

場合は、代表者）は、あらかじめ来庁日時（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前

９時から午後５時まで）を電話で連絡のうえ、辞退届（様式第２０号）を担当・

受付窓口まで持参してください。 

 

（３）審査への異議等 

  ① 最優秀提案者又は優秀提案者に決定されなかった理由についての説明を求め

る場合を除き、審査に関する質問や異議には一切応じません。 

  ② 最優秀提案者又は優秀提案者に決定されなかった方（グループによる応募の場

合は、代表者）は、決定通知に記載された期限まで（土曜日・日曜日・祝日を除

く、午前９時から午後５時まで）に、その理由の説明を求めることができます。

説明を求める場合は、あらかじめ来庁日時を電話で連絡のうえ、「理由説明要求

書（様式第９号）」を担当・受付窓口まで持参してください。 

    理由説明要求書の提出期限の日から７日以内に、その理由を要求者（グループ

による応募の場合は、代表者）に対して書面で通知します。 
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（４）審査結果等の公表 

最優秀提案者及び優秀提案者の決定日から７日後の午後５時までに、応募者数、

最優秀提案者（最優秀提案者に代わることとなった優秀提案者を含みます。）に係

る氏名、価格評価点、計画評価点（平均点）、提案価格、提案計画概要及び選定委員

の氏名等を、新潟市ホームページに掲載及び受付等窓口で供覧に供します（閲覧は、

土曜日・日曜日・祝日を除く、午前９時から午後５時まで）。 

 

１３ 契約等に関する事項 

（１）契約等の締結 

最優秀提案者（最優秀提案者が市有財産賃貸借契約を締結しない場合は、優秀提

案者）は、内装等工事着手前までに、市と市有財産賃貸借契約を締結しなければな

りません。 

最優秀提案者（最優秀提案者が市有財産賃貸借契約を締結しない場合は、優秀提

案者）は、市有財産賃貸借契約の締結をもって本事業の事業者として決定しますが、

令和６年３月３１日までに４（１）に記載する対象施設の指定の決定を受けること

ができない場合には、契約を解除することがありますので、予め市と協議のうえ承

認を受ける必要があります。 

なお、契約解除となった場合は、原則として土地・建物とも契約前の状態にし、

市に返還するとともに、貸付期間の初日から解除日までの賃貸借料（日割）を市に

納めていただきます。 

 

（２）契約等の内容 

   貸付契約の主な内容は次のとおりです。 

①  賃貸借料 

賃貸借料は、「賃貸借料提案価格（様式第１９号）」にて提案された価格を基に

定めることとします。 

貸付物件 

建物 

所在地 構造 延床面積 最低賃貸借料予定額 

西蒲区曽根字澤海 

1195-1 

木造・亜鉛メッキ

鋼板葺・平屋建 
152.37 ㎡ 

1,370,278 円（年額） 
 
※公共的団体の場合における

25％減額適用後の年額 土地 

所在地 地目 面積 

西蒲区曽根字澤海 

1195-1、1194-6 
雑種地・宅地 1,200.49 ㎡ 

  ② 賃貸借料の支払い 

賃貸借料は契約期間の初日から発生し、市が指定する期日までに支払っていた

だきます。 

③ 契約保証金 

この契約は新潟市契約規則（昭和４９年新潟市規則第２４号）第３４条第６号

に該当するため、契約保証金は免除します。 
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  ④ 契約不適合 

 市有財産賃貸借契約締結日以降、貸付物件が種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、賃貸借料の減免若し

くは損害賠償の請求又は市有財産賃貸借契約の解除をすることはできません。 

⑤ 用途の制限 

    あらかじめ新潟市の承諾を得ないで事業計画を変更することはできません。 

⑥ 権利の設定等の禁止 

    新潟市の承諾を得ないで、貸付物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は

賃貸借その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をすることはできません。 

⑦ 実地調査 

    市有財産賃貸借契約期間満了の日まで、⑤及び⑥に記載する事項の契約履行状

況等を確認するため、新潟市が必要と認めるときに行う実地調査等に協力しなけ

ればなりません。 

⑧ 違約金 

    市有財産賃貸借契約期間満了の日まで、⑤、⑥及び⑩に記載する事項に違反し

た場合は、年間賃貸借料の３倍に相当する金額、⑦に記載する事項に違反した場

合は、年間賃貸借料に相当する金額を違約金として徴収します。なお、この違約

金は損害賠償額の予定と解釈しません。 

⑨ 保険への加入 

事業者は、施設管理者賠償責任保険のほか、事業運営において必要な保険に自 

らの負担で加入しなければなりません。 

⑨ 原状回復の義務 

事業者は、事業期間満了後、原則として、市が承認した部分を除き、土地・建

物とも契約前の状態にし、市に返還することとします。 

⑩ 転貸についての留意事項 

事業者が賃借権の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。 

転貸しようとする場合は、市との協議事項や合意事項を継承することとし、事

前に書面により市の承諾を得てください。 

⑪ 維持管理 

本施設の貸付後、維持管理については、事業者が自己の負担で行うものとしま

す。具体的には、次に記載した費用を想定しています。 

    ・光熱水費 

   ・貸付範囲で発生するごみ処理費用 

   ・貸付範囲の設備又はこれに類する機器の維持管理費用（法定点検、清掃等） 

   ・本事業として機械警備が必要な場合の維持管理費用 

   ・貸付範囲で必要となる除草費用 

   ・貸付範囲で必要となる立木の維持管理費用 

   ・備品及び消耗品費 

   ・その他貸付範囲の使用に伴い発生する一切の費用 
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⑫ 施設修繕 

施設の老朽化や損傷が進んでいる場合があります。事業を開始するにあたって

修繕の必要が生じた場合、貸付契約後、事業者が自己の負担で行うものとします。 

⑬ 契約解除 

  貸付物件の大規模修繕が生じ、事業者が修繕費を負担できず、事業の存続が難

しい場合は、貸付契約を中途解約するものとします。 

⑭ 地域説明会 

事業者は市有財産賃貸借契約による契約締結後、市が設営する地域説明会にお

いて、事業について説明していただきます。地域説明会での意見等は、長期的に

地域と良好な関係を築いていくため、可能な限り事業の実施・運営への反映に努

めてください。紛争等が生じた場合は、事業者の責任と負担において対応、解決

しなければなりません。 

その他、必要に応じて市が地域住民等に対し説明会を行う場合、市から同席を

求められた際は、説明会に参加し自らが行う事業について必要な説明を行ってく

ださい。 

⑮ 費用負担 

    市有財産賃貸借契約に関して必要な費用は、事業者の負担とします。 

  ⑯ 連帯保証人 

    契約締結に当たっては、次の要件を満たす連帯保証人を立ててください。 

 

１４ その他 

新潟市の条例、規則、要綱等は新潟市ホームページでご覧いただけますので、必要

に応じてご確認ください。 

 

１５ 担当・受付窓口 

  〒９５３－８６６６ 

   新潟市西蒲区巻甲２６９０番地１ 

   新潟市 西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 

   電 話：０２５６－７２－８３４５ 

    ＦＡＸ：０２５６－７２－３１３３ 

    メール：kenko.nsk@city.niigata.lg.jp 

（※参考：新潟市公有財産事務取扱要領） 

＜連帯保証人の要件＞ 

新潟市公有財産規則第４１条第１項の規定による連帯保証人は、次の各号のいずれかに該

当する者を有資格者とする。 

（１）市内に居住し、引き続き２年以上の間、固定資産税年額 10,000 円以上を納めている者 

    〇確認方法の例・・・納税証明書等 

（２）市内に居住し、固定した収入をもって独立の生計を営む者 

    〇確認方法の例・・・所得証明書等 

（３）市内に事務所を有し、当該債務の保証能力を有する団体 

    〇確認方法の例・・・財務諸表等の経営関係資料、法人登記簿など 


